
 

 

飲料等自動販売機設置場所賃貸借契約書（案） 

 

 

 盛岡市（以下「賃貸人」という。）と （※事業候補者）（以下「賃借人」という。）とは、飲

料等自動販売機及び使用済容器回収箱（以下「自販機等」という。）の設置場所の賃貸借につい

て、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約物件及び貸付用途） 

第１条 賃貸人は、その所有する次の行政財産の一部（以下「契約物件」という。）を「飲料等

自動販売機及び使用済容器回収箱の設置場所」（以下「貸付用途」という。）として、賃借人

に貸し付けるものとし、賃借人はこれを借り受けて貸付用途のために使用するものとする。 

 契約物件の表示 

施設等（行政財産）の名称 盛岡市○○○○○○○○○ 

所 在 地 （ 住 所 ） 盛岡市○○○○○ ○丁目○○番○○号 

種 別 屋内（建物） 又は 屋外（土地） 

貸 付 箇 所 ○○○○○○○○ 

貸 付 面 積 （ 数 量 ） ○．○○㎡ 

２ 賃借人は、契約物件を貸付用途のために使用するに当たっては、この契約のほか、別紙「飲

料等自動販売機設置場所賃貸借仕様書」の内容を遵守するものとする。 

（契約期間） 

第２条 前条の契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。 

  ※物件ごとの契約（貸付）期間は、次のとおりです。 

物件番号 契約（貸付）期間 

９ 令和８年５月１日 から令和 13年３月 31日 まで（４年 11か月） 

12 令和８年４月１日 から令和 10年３月 31日 まで（２年間） 

14、15 令和８年４月１日 から令和９年３月 31日 まで（１年間） 

上記以外 令和８年４月１日 から令和 13年３月 31日 まで（５年間） 

２ 前項の規定による契約期間の延長及び契約の更新は行わないものとする。 

（賃貸料） 

第３条 契約物件の賃貸料は、年額 金 （※契約金額）円（うち、消費税額及び地方消費税額 ○

○○円）とする。 

（※物件番号 12、17、18、29、30，31、38、52、56 の契約物件が屋外（土地）のみの貸付の

場合は、消費税額及び地方消費税額の記載はありません。） 

２ 賃借人は、前項の規定による賃貸料を賃貸人が発行する納入通知書により、賃貸人が指定

する期日（以下「支払期限」という。）までに、賃貸人の指定する場所において支払うものと

する。 

（賃貸料の改定） 

第４条 賃貸人は、前条に規定する賃貸料について、関係法令等の改正その他正当な事由があ

ると認められるときは、将来に向かって改定することができるものとする。 

２ 賃貸人は、前項の規定により賃貸料を改定するときは、あらかじめ書面により賃借人に通



 

 

知するものとする。 

（電気使用料） 

第５条 賃借人は、設置する飲料等自動販売機の電気使用量を計測するための子メーター（計

量法（平成４年法律第 51 号）に基づく検査に合格したもの。）を貸付面積の範囲内に設置する

ものとする。ただし、契約物件の施設等以外からの電気の使用によるとき、又は賃貸人の承

認を受けたときは、この限りではない。 

２ 前項の規定による子メーターの設置、交換、維持管理及び撤去に要する費用は、賃借人の

負担とする。 

３ 賃借人は、設置した子メーターの計測による電気使用量に基づき、賃貸人又は賃貸人が指

定する者（※施設等の指定管理者等）が別に算出する電気使用料を、月毎に賃貸人又は賃貸

人が指定する者（※施設等の指定管理者等）の発行する納入通知書により、支払期限までに

納付場所において支払うものとする。 

（契約保証金） 

第６条 賃借人は、この契約の締結による保証金（以下「契約保証金」という。）として 金 （※

第３条第１項に規定する賃貸料年額に契約年数を乗じた金額の 100分の５以上の額。）円を賃

貸人に納付しなければならない。 

２ 賃貸人は、賃借人が賃貸人に対して負担する一切の債務を弁済し、かつ、この契約を履行

して、契約物件を返還したことを確認した後に、契約保証金を賃借人に返還するものとする。 

３ 契約保証金には、利息を付さないものとする。 

 （※契約保証金が免除される場合、又は契約保証金に代えて担保を提供する場合は、この 

条の記載内容は、削除又は変更します。） 

（遅延損害金） 

第７条 賃借人は、第３条の規定による賃貸料及び第５条の規定による電気使用料（以下「賃貸料

等」という。）を支払期限までに支払いをしないときは、盛岡市市税外歳入督促手数料等徴収条例

（昭和 25 年条例第 32 号）第３条第１項の規定による延滞金の額の計算によって算出した額を遅

延損害金として賃貸人に支払わなければならない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第８条 賃借人は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、あらかじめ文

書により賃貸人に申し出て、賃貸人の承認を受けたときは、この限りではない。 

(1) この契約によって取得した権利を譲渡し、又はその権利を担保に供しないこと。 

(2) 契約物件を転貸しないこと。 

(3) 契約物件の形質を改変し、又は第１条に規定する貸付用途以外の用に供しないこと。 

（維持保全及び費用負担等） 

第９条 自販機等は、令和８年４月１日から使用できるように設置を行うこと。 

２ 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって、契約物件の維持保全に努めなければならない。 

３ 賃借人は、契約物件に投じた必要費及び有益費があっても、これを賃貸人に請求できない

ものとする。 

４ 契約物件の維持保全及び自販機等の設置、交換、維持管理、撤去に要する費用は、賃借人

の負担とする。 

５ 賃借人は、契約物件の全部又は一部が滅失又は毀損したとき、若しくはそのおそれがある

ときには、直ちにその状況を賃貸人に報告しなければならない。 



 

 

６ 賃借人は、その責に帰する事由により、契約物件の全部又は一部を滅失又は毀損したとき

は、契約物件の損害に相当する金額を損害賠償として、賃貸人に支払わなければならない。  

ただし、賃貸人の指示により契約物件を原状に回復したときは、この限りではない。 

７ 賃借人は、この契約に定める義務を履行しないために、賃貸人に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として、賃貸人に支払わなければならない。 

（契約不適合責任） 

第 10条 賃借人は、契約物件に関して契約の内容に適合しない状態がある場合でも、賃貸人に

対して、賃貸料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。 

（実地調査等） 

第 11条 賃貸人は、必要に応じて、賃借人に対して、契約物件の使用状況及び売上状況等につ

いて、実地に調査し、又は所要の報告若しくは参考となるべき資料の提出を求めることがで

きるものとする。この場合において、賃借人は、その調査又は報告等を拒み又は妨げてはな

らない。 

（提案内容の確認） 

第 12条 賃借人は、賃貸人に対して、次の各号の書類を定期的に提出することにより、設置業

者選定の際に提案した内容が適切に履行されていることを報告する。 

(1) 自販機等設置完了報告書（契約初年度の４月中） 

(2) 提案活動実施報告書（契約期間中の毎年度３月中） 

(3) 活動予定（翌年度分）報告書（契約期間中の毎年度３月中） 

２ 賃貸人は、必要に応じて、賃借人に対して、前項の報告に関する事項について、聞き取り

調査を行い、又は参考となるべき資料の提出を求めることができるものとする。この場合に

おいて、賃借人は、その調査又は要求等を拒み又は妨げてはならない。 

３ 前２項の規定による報告や提出書類の内容を確認した結果、設置業者選定の際に提案を受

けた内容が適切に履行されていないと判断した場合、賃貸人は、賃借人に対して、指導を行

うものとする。 

（第三者への損害） 

第 13条 賃借人は、契約物件を貸付用途に供したことによって、第三者に損害を与えたときは、

賃貸人の責に帰するべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 賃貸人が、賃借人に代わって前項の賠償の責を果たしたときは、賃貸人は、賃借人に対し

て求償することができるものとする。 

（商品の盗難等） 

第 14条 賃貸人は、設置した自販機等及び飲料等自動販売機の商品又は売上金若しくは釣り銭

の盗難及び毀損について、明らかに賃貸人の責に帰すべき事由によるものを除き、その責を

負わないものとする。 

（契約の解除） 

第 15条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる

ものとする。 

(1) 賃貸人が、契約物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。ただし、賃貸人は、

解除しようとする日の３か月前までに書面により、賃借人に通知するものとする。 

(2) 賃借人が、この契約の期間満了前に、この契約の解除を申し出たとき。ただし、賃借人 

は、解除しようとする日の３か月前までに書面により、賃貸人に通知するものとする。 



 

 

２ 賃貸人は、賃借人が、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告その他の手続き

を要することなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。 

(1) 賃貸料等の支払いを怠ったとき。 

(2) 第８条の規定に違反したとき。 

(3) 第 12 条第３項の規定による指導を受けたにもかかわらず、賃借人が適切な対応をとらな

い場合 

(4) 役員等（賃借人が個人である場合にはその者を、賃借人が法人である場合にはその法人の役

員をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号、以下

「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認め

られるとき。 

(5) 法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に

関与していると認められるとき。 

(6) 役員等が自己又は自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、暴力団

の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(8) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(9) 暴力団又は暴力団員が契約物件を使用していると認められるとき。 

(10) その他、この契約に定める義務に違反したとき、又は履行しないとき。 

３ 賃貸人は、前項の規定により契約を解除したときに、賃借人に損害があっても、その賠償の責

を負わないものとする。 

（契約物件の返還及び原状回復義務） 

第 16 条 賃借人は、契約期間が満了したとき、又は第 15 条の規定により、この契約が解除さ

れたときは、賃貸人の指定する期日までに、賃借人の負担により契約物件を原状に回復して、

賃貸人に返還するものとする。 

（契約の費用） 

第 17条 この契約の締結に要する費用は、賃借人の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第 18条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、賃貸人の事務所の所在

地を管轄する裁判所をもって、管轄裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第 19条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項

については、賃貸人、賃借人協議のうえ、決定するものとする。 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、賃貸人、賃借人記名押印して、それぞれその１通

を保有する。 

 

 

 

 

 



 

 

 令和  年  月  日 

盛岡市内丸１２番２号 

賃貸人  盛岡市 

代表者 盛岡市長 内 舘   茂 

 

住 所 

賃借人 

氏 名               印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


